夫からの暴言や暴力があり、怖がって不登校になった子どもと
家を出た妻からの相談

■人権キーワード
女性（DV）、子ども、障がい

■相談の主訴
夫からモラハラやDVを受けているということで子どもと一緒に家を出た相談者が支援措置の延長のために相談に来られた。

■相談者
· 相談者は中年の女性。
· パート勤務をしており、現在は次女も同じ職場で勤務している。
· 慢性的な疾患があり薬を飲む必要があったが、節約のために病院の受診や服薬ができていない状態だった。

■家族状況
· 相談者と次女との2人世帯。
· 以前は夫と長女も同居しており4人暮らしだったが夫のモラハラやDVにより子ども2人を連れて家を出た。その後長女は家を出て1人暮らしをしている。
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■相談に至った経緯
· 相談者はこども担当課に夫からのモラハラやDVを受けているということで来庁された。その後支援措置の延長のために来庁し、意見付与を行っていたが、子どもがこども担当課では意見付与ができない年齢となり、意見付与を行う人権担当課に来られた。意見付与にあたり現況確認のお話を伺う中で、課題と思われる内容があった。

■相談内容・相談者の状況等
· 夫から相談者への暴言があり、子に怒鳴ることも多かった。
· 次女は夫のことを怖がっておりそれが原因で不登校となり、病院で適応障害の診断を受けた。
· 相談者は長女と次女を連れて家を出た。相談者は離婚をしたかったが、夫は離婚したくないとのことで出来なかった。
· 離婚調停を申請したが却下され、再調停をしようとしたが、意見付与のみになった。
· 長女は一人暮らしを始めたが、今後の生活のためにと貯金を置いて行った。相談者は生活が苦しくその貯金を生活費に充てていた。
· 相談者と同居する次女は現在同じ職場で勤務していて、家計はほとんど相談者の収入でやりくりしている。

■対応
· 生活保護を受けたらどうかと相談者に提案したが、親族に連絡が行って関係が悪くなるのではと考えてしまい受けられなかった。相談者は親族に生活が苦しいことを話すことができていなかった。
· 相談者は生活が苦しいことや次女の状態など、様々な課題が横並びになってしまっていて1つ1つ問題に対処できていないので、課題を整理して解決に向けた支援をしている。
· 関係機関と連携を行い相談者の状況について話をしている。次女の状況について社会福祉協議会とも連携し居場所づくりの案内をしている。

■評価および今後の課題
· [bookmark: _Hlk181886993]まずは次女が必要な支援を受けられるように支援機関へつなげていくことや相談者が生活保護を受けることができるようにして、生活の安定を図る必要がある。
· 相談者は必要な受診や服薬ができていない状態なので病院を受診できるようにしていきたい。
· 複合的課題を抱えているにも関わらず、取りこぼされやすい世帯へのアプローチと支援の方法が課題である。

■連携が想定される資源・利用が想定されるサービス等
· 市町村の福祉事務所、障がい福祉担当部署
· 府市町村の女性相談センターや配偶者暴力相談支援センター及びDV防止相談担当課（DV防止法及び一時保護制度等の各種制度）
· 市町村の生活困窮者自立支援窓口（生活困窮者自立支援事業）
· 社会福祉協議会
· 地域包括支援センター
· コミュニティソーシャルワーカー（CSW）
· 包括的相談支援窓口（重層的支援体制整備事業）
· 自立支援医療制度
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